
一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 五 十 八 号  

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 昭

和 五 十 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 二 十 九 号 （ 船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー で 無 線 設 備 規 則 の

規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る も の 及 び そ の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  令 和 三 年 三 月 二 日  

総 務 大 臣  武 田  良 太   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



二 頁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改  正  後 改  正  前 
一 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 設 備 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 船 舶 に 設 置 す

る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー で あ つ て 、 同 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困 難 又

は 不 合 理 で あ る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ［ 同 上 ］ 
１ 空 中 線 電 力 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の （ 九 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー

で あ つ て 、 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」

と い う 。 ） 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子 を 使 用

す る も の に 限 る 。 ） 

１ 空 中 線 電 力 が 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の （ 九 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー

で あ つ て 、 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 視 委 員 会 規 則 第 十 四 号 。 以 下 「 施 行 規

則 」 と い う 。 ） 第 三 十 一 条 第 二 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子

を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

二 ［ 略 ］ 二 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 五 十 九 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 第 十 一 条 の 五 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、 昭 和 六 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 二 十 一 号 （ 総

務 大 臣 の 行 う 型 式 検 定 に 合 格 し た も の で あ る こ と を 要 し な い 無 線 設 備 の 機 器 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 
 

 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

［ 一 略 ］ 

［ １ 略 ］ 

２ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 設 備 規 則 第 四 十 条 の 四 第 五 項 の 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を

い う 。 ） の 機 器 

［ ３ ～ 1
5  略 ］  

二 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 三 十 七 条 第 五 号 の 機 器 （ イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の

無 線 設 備 及 び 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 、 一 、 六 二 一 ・ 三 五

MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 の 機 器 を 除 く 。 ） 

［ 三 ～ 五 略 ］ 

［ 一 同 上 ］ 

 ［ １ 同 上 ］ 

 ２ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 設 備 規 則 第 四 十 条 の 四 第 四 項 の イ ン マ ル サ ツ

ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を い う 。 ） の 機 器 

 ［ ３ ～ 1
5  同 上 ］ 

二 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 三 十 七 条 第 五 号 の 機 器 の う ち 、 イ ン マ ル サ ッ ト

Ｃ 型 の 無 線 設 備 以 外 の 機 器 

 

［ 三 ～ 五 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 号                                     

 無 線 従 事 者 規 則 （ 平 成 二 年 郵 政 省 令 第 十 八 号 ） 第 六 十 一 条 第 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二 年 郵 政 省

告 示 第 二 百 八 十 一 号 （ 無 線 従 事 者 規 則 第 六 十 一 条 第 五 号 の 規 定 に 基 づ く 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 に 係 る

訓 練 の 課 程 の 認 定 基 準 の た め の 訓 練 要 領 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 
 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

別表第一号 認定新規訓練の課程に係るもの 

科目 訓練の項目 訓練の程度

（注１） 

使用する設

備 

学科 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 義務船舶局

等無線設備

の管理 

無線設備の

取扱い 

［略］ ［略］ ［略］ 

   高機能グル

ープ呼出受

信機 

 

Ａ  

［略］ 

実技 義務船舶局

等無線設備

の管理 

無線設備の

取扱い 

［略］ ［略］ ［略］ 

   高機能グル

ープ呼出受

信機 

 

Ａ  

［略］ 

 ［注１～３ 略］ 

［別表第二号 略］ 

別表第一号 ［同左］ 

科目 訓練の項目 訓練の程度

（注１） 

使用する設

備 

学科 ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［同左］ 

 義務船舶局

等無線設備

の管理 

無線設備の

取扱い 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

   インマルサ

ット高機能

グループ呼

出受信機 

Ａ  

［同左］ 

実技 義務船舶局

等無線設備

の管理 

無線設備の

取扱い 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

   インマルサ

ット高機能

グループ呼

出受信機 

Ａ  

［同左］ 

 ［注１～３ 同左］ 

［別表第二号 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 一 号                                     

 無 線 局 運 用 規 則 第 百 四 十 六 条 第 一 項 等 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 三 年 郵 政 省 告 示 第 四 十 六 号 （ 航 空 局 、

航 空 地 球 局 及 び 航 空 機 地 球 局 の 聴 守 電 波 の 周 波 数 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 は 、

こ れ を 削 る 。 



 

二 頁 
 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

[１ 略] 

２ 航空地球局 

通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする航

空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。 

3,599.0025MHzから 3,628.9975MHzまで又は 4,192.5025MHzから 4,199.9975MHzまでの 2.5kHz

間隔の周波数 

［削る］ 

 

 

 

［削る］ 

 

 

３ 航空機地球局 

航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局の聴守電波の周波数は、次

に掲げるものとする。 
1,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの 2.5kHz間隔の周波数又は 1,618.2708335MHzから

1,625.9791665MHzまでの41.667kHz間隔の周波数 

[１ 同左] 

２ ［同左] 

航空地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。 

 

 

 

(1) 通信の相手方を国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する外国の人工衛星局とする

航空地球局 
3,599.0025MHzから3,628.9975MHzまで又は4,192.5025MHzから4,199.9975MHzまでの2.5kHz

間隔の周波数 
(2) 通信の相手方を国土交通省が開設する人工衛星局とする航空地球局 

11.6916225GHz から 11.6959175GHz まで又は 18.3866225GHz から 18.3909175GHz までの

2.5kHz 間隔の周波数 

３ ［同左] 
航空機地球局の聴守電波の周波数は、次に掲げるものとする。 

 

1,525.0025MHzから1,558.9975MHzまでの2.5kHz間隔の周波数 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 二 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 の 五 第 四 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 平 成 四 年 総 務 省 告 示 第 六 十 一 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 五 第 四 項 の 規 定 に 基 づ く 船 舶 の 入

港 中 に 定 期 に 行 う 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 点 検 の 方 法 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。



 

二 頁 

 
  改  正  後  改  正  前 

別表 別表 

無線設備の機器 点検の項目 

［略］ 

三 船舶の航行の

安全に関する情

報を受信するた

めの機器 

［⑴ 略］ ［略］ ［略］ 

［略］ 

 ⑵ 高機能グルー

プ呼出受信機 

１ 接続状態等の

確認 

ア 空中線の状況及

びその取付け状況

の良否 

イ 主要部のコネク

ターの取付け状

況、ねじ類の締付

け状況及び接地装

置の状態の良否 

ウ 表示灯の断線、

操作つまみの欠落

等の有無 

エ 補助電源からの

電力の供給の良否 

  ２ 受信部、信号

処理部及び制御

部の性能の確認 

ア 搬送波に対する

同調・同期表示の

良否 

イ 受信機能の動作

の良否 

ウ 印字機能の動作

の良否（印字機能

を有する機器に限

る。） 

エ 通報のIDの記録

の良否 

オ 通報のIDの設定

の良否 

カ 記録紙等の消耗

品の有無（印字機

無線設備の機器 点検の項目 

［同左］ 

三 船舶の航行の

安全に関する情

報を受信するた

めの機器 

［⑴ 同左］ ［同左］ ［同左］ 

［同左］ 

 ⑵ インマルサッ

ト高機能グルー

プ呼出受信機 

１ 接続状態等の

確認 

ア 空中線の状況及

びその取付け状況

の良否 

イ 主要部のコネク

ターの取付け状

況、ねじ類の締付

け状況及び接地装

置の状態の良否 

ウ 表示灯の断線、

操作つまみの欠落

等の有無 

エ 補助電源からの

電力の供給の良否 

  ２ 受信部、信号

処理部及び制御

部の性能の確認 

ア 搬送波に対する

同調・同期表示の

良否 

イ 受信機能及び印

字機能の動作の良

否 

ウ 通報のIDの記録

の良否 

エ 通報のIDの設定

の良否 

オ 記録紙等の消耗

品の有無 

 

 

 



 

三 頁 

 

能を有する機器に

限る。） 

［略］ 

五 船舶地球局の

無線設備の機器 

インマルサット

Ｃ型の無線設備の

機器及び施行規則

第12条第６項第２

号に規定する船舶

地 球 局 の う ち

1,621.35MHz か ら

1,626.5MHz ま で の

周波数の電波を使

用する無線設備の

機器 

１ 接続状態等の

確認 

ア 空中線の状況及

びその取付状況の

良否 

イ 主要部のコネク

ターの取付状況、

ねじ類の締付状況

及び接地装置の状

態の良否 

ウ 表示灯の断線、

操作つまみの欠落

等の有無 

エ 補助電源からの

電力の供給の良否 

  ２ 制御部の性能

の確認 

ア 表示端末の作動

状態の良否 

イ 通信文作成機能

の良否 

ウ 印字機能の動作

の良否（印字機能

を有する機器に限

る。） 

エ 記録紙等の消耗

品の有無（印字機

能を有する機器に

限る。） 

  ［３ 略］ ［略］ 

［略］ 

 

 

 

［同左］ 

五 インマルサッ

ト船舶地球局の

無線設備の機器 

インマルサット

Ｃ型の無線設備の

機器 

１ 接続状態等の

確認 

ア 空中線の状況及

びその取付状況の

良否 

イ 主要部のコネク

ターの取付状況、

ねじ類の締付状況

及び接地装置の状

態の良否 

ウ 表示灯の断線、

操作つまみの欠落

等の有無 

エ 補助電源からの

電力の供給の良否 

  ２ 制御部の性能

の確認 

ア 表示端末の作動

状態の良否 

イ 通信文作成機能

の良否 

ウ 印字機能の動作

の良否 

エ 記録紙等の消耗

品の有無 

 

 

 

 

  ［３ 同左］ ［同左］ 

［同左］ 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 三 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 の 三 の 規 定 に 基 づ き 、 平

成 四 年 郵 政 省 告 示 第 六 十 九 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 三 の 規 定 に 基 づ く 義 務 船 舶 局 等 の 遭 難 通

信 の 通 信 方 法 に 関 す る 事 項 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 

 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

［ 一 ～ 十 一 略 ］ 

十 二 船 舶 局 は 、 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 で 遭 難 警 報 の 中 継 を 受 信 し た と き は 、 直 ち に こ れ を

そ の 船 舶 の 責 任 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 旨 の 注 意 事 項 

［ 一 ～ 十 一 同 上 ］ 

十 二 船 舶 局 は 、 イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 で 遭 難 警 報 の 中 継 を 受 信 し た と き

は 、 直 ち に こ れ を そ の 船 舶 の 責 任 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 旨 の 注 意 事 項 

［ 十 三 ・ 十 四 略 ］ ［ 十 三 ・ 十 四 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 四 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 の 五 第 七 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 平 成 四 年 郵 政 省 告 示 第 七 十 三 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 五 第 七 項 の 規 定 に 基 づ く 電 波 法 第

三 十 五 条 第 三 号 の 措 置 を と る こ と と し た 義 務 船 舶 局 等 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 計 器 及 び 予 備 品 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 
 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

［ 一 略 ］ 

二 ［ 略 ］ 

法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば な ら な い 機 器 で あ っ て 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 一 項 第

一 号 の ⑴ 、 第 二 号 の ⑴ 又 は 第 三 号 の ⑴ に 掲 げ る も の 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備

又 は 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、

六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 第

三 号 の ⑴ の ㈡ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い と し た 場 合 の も の に 限 る 。 ） の 機 器 の 予 備 品 で あ

っ て 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

［ １ ～ ３ 略 ］ 

［ 一 同 上 ］ 

二 ［ 同 上 ］ 

法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば な ら な い 機 器 で あ っ て 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 一 項 第

一 号 の ⑴ 、 第 二 号 の ⑴ 又 は 第 三 号 の ⑴ に 掲 げ る も の 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備

（ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 第 三 号 の ⑴ の ㈡ の 機 器 を 備 え る こ と を 要 し な い と し た 場

合 の も の に 限 る 。 ） の 機 器 の 予 備 品 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 

 

［ １ ～ ３ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 五 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 平 成 四 年 郵 政 省 告 示 第 九 十 一 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 機 器 を 備 え る こ と が 困

難 又 は 不 合 理 で あ る 場 合 の 予 備 設 備 の 機 器 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 
 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

施行規則第28条の５第３項の規定により、同条第１項の機器を備えることが困難又は不合理で

ある場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄

に掲げる無線設備の機器とする。 

当該義務船舶等のある船舶の区分 無線設備の機器（○印を付したものとする。） 

国 際 航

海 従 事

の有無 

船 舶 の

種類 

施 行 規

則 第 28

条 第 １

項 各 号

の 航 行

す る 海

域 に 応

じ た 船

舶 の 区

分 

総 ト ン

数 

施行規則

第28  条第

１項第１

号の⑴の

無線設備 

施行規則

第28条第

１項第２

号の⑴の

㈡の無線

設備 

短波帯の

無線設備

（デジタ

ル選択呼

出装置及

び無線電

話による

通信が可

能なもの

に 限

る。）及

び短波帯

のデジタ

ル選択呼

出専用受

信機 

インマル

サット船

舶地球局

のインマ

ルサット

Ｃ型の無

線設備又

は施行規

則第12条

第６項第

２号に規

定する船

舶地球局

の う ち

1,621.35

MHz か ら

1,626.5M

Hzまでの

周波数の

電波を使

用する無

線設備 

当該義務

船舶局等

のある船

舶の航行

する海域

に応じて

当該船舶

を運航す

るために

必要な陸

上との間

の通信を

行うこと

ができる

無線設備 

［略］ 

［注１～４ 略］ 

［同左］ 

 

 

当該義務船舶等のある船舶の区分 無線設備の機器（○印を付したものとする。） 

国 際 航

海 従 事

の有無 

船 舶 の

種類 

施 行 規

則 第 28

条 第 １

項 各 号

の 航 行

す る 海

域 に 応

じ た 船

舶 の 区

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 ト ン

数 

施行規則

第28  条第

１項第１

号の⑴の

無線設備 

施行規則

第28条第

１項第２

号の⑴の

㈡の無線

設備 

短波帯の

無線設備

（デジタ

ル選択呼

出装置及

び無線電

話による

通信が可

能なもの

に 限

る。）及

び短波帯

のデジタ

ル選択呼

出専用受

信機 

 

 

 

インマル

サット船

舶地球局

のインマ

ルサット

Ｃ型の無

線設備 

 

 

 

当該義務

船舶局等

のある船

舶の航行

する海域

に応じて

当該船舶

を運航す

るために

必要な陸

上との間

の通信を

行うこと

ができる

無線設備 

［同左］ 

［注１～４ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 六 号                                     

 平 成 四 年 郵 政 省 告 示 第 百 七 号 （ イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の 機 能 を 同 時 に 使 用 で き

る 無 線 設 備 に 相 当 す る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 ） は 、 廃 止 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 七 号                                     

 無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） 第 四 十 二 条 第 二 号 及 び 第 四 十 三 条 の

二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 五 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 二 号 （ 無 線 局 運 用 規 則 第 四 十 二 条 第 二 号 及 び 第

四 十 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 常 時 聴 守 を し な け れ ば な ら な い 船 舶 地 球 局 及 び 海 岸 地 球 局 並 び に

当 該 船 舶 地 球 局 及 び 海 岸 地 球 局 が 聴 守 し な け れ ば な ら な い 周 波 数 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線

を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象

規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の

は 、 こ れ を 加 え る 。 



 

二 頁 

 

 

 

  改  正  後  改  正  前 

一 運 用 規 則 第 四 十 二 条 第 二 号 の 別 に 告 示 す る 船 舶 地 球 局 及 び 海 岸 地 球 局 は 、 次 の と お り と す る 。 一 ［ 同 上 ］ 

［ １ 略 ］ ［ １ 同 上 ］ 

２ 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 ［ 新 設 ］ 

３ ［ 略 ］ ２ ［ 同 上 ］ 

二 運 用 規 則 第 四 十 三 条 の 二 第 二 項 の 別 に 告 示 す る 周 波 数 は 、 次 の と お り と す る 。 二 ［ 同 上 ］ 

［ １ 略 ］ ［ １ 同 上 ］ 

２ 前 項 第 二 号 の 船 舶 地 球 局 

一 、 六 二 一 ・ 三 九 五 八 三 三 MH
z

か ら 一 、 六 二 五 ・ 九 七 九 一 六 七 MH
z

ま で の 四 一 ・ 六 六 七 kH
z

間 隔

の 周 波 数 

［ 新 設 ］ 

３ 前 項 第 三 号 の 海 岸 地 球 局 

一 、 五 三 七 ・ 七 五 〇 MH
z

（ 注 １ 、 ２ 、 ３ ） 、 一 、 五 三 八 ・ 四 七 五 MH
z

（ 注 １ 、 ２ 、 ３ ） 、 三 、

六 〇 五 ・ 〇 〇 〇 MH
z

か ら 三 、 六 二 三 ・ 〇 〇 〇 MH
z

（ 注 １ ） 、 三 、 六 一 二 ・ 一 〇 〇 MH
z

（ 注 １ ） 、

三 、 六 一 六 ・ 四 五 〇 MH
z

（ 注 １ ） 、 四 、 一 九 二 ・ 五 〇 〇 MH
z

か ら 四 、 二 〇 〇 ・ 〇 〇 〇 MH
z

ま で 又 は

四 、 一 九 四 ・ 九 七 五 MH
z

か ら 四 、 二 〇 〇 ・ 〇 〇 〇 MH
z

ま で （ 注 ２ ） 、 四 、 一 九 四 ・ 六 〇 〇 MH
z

（ 注

２ ） 、 四 、 一 九 八 ・ 九 五 〇 MH
z

（ 注 ２ ） 、 四 、 一 九 五 ・ 一 〇 〇 MH
z

（ 注 ３ ） 及 び 四 、 一 九 五 ・ 〇

〇 〇 MH
z

か ら 四 、 一 九 九 ・ 〇 〇 〇 MH
z

ま で （ 注 ３ ） 

２ 前 項 第 二 号 の 海 岸 地 球 局 

［ 同 上 ］ 

［ 注 １ ～ ３ 略 ］ ［ 注 １ ～ ３ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 八 号                                     

 無 線 従 事 者 規 則 （ 平 成 二 年 郵 政 省 令 第 十 八 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 第 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 五 年

郵 政 省 告 示 第 五 百 五 十 三 号 （ 無 線 従 事 者 規 則 第 二 十 一 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に 基 づ く 養 成 課 程 の 実 施

要 領 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 

 
  改  正  後  改  正  前 

別表第一号 無線工学 別表第一号 ［同左］ 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ 海上資格（第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二

級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士）（注４） 

２ ［同左］ 

授業科目及び内容の分類（資格別専門

科目） 

養成課程別の授業の要否及び程度（注３） 

     第 三

級 海

上 無

線 通

信士 

第 四

級 海

上 無

線 通

信士 

第 一

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

第 二

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

第 三

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

レ ー

ダ ー

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

授 業

科目 

授 業

内容 

   

  授 業

内 容

の 要

旨 

授 業

内 容

の 詳

細 

授 業

内 容

の 区

分

（ 注

２） 

［略］ 

  衛 星

通 信

の た

め の

無 線

通 信

装置 

船 舶

地 球

局 の

無 線

設 備

及 び

EGC 

 

 

 

 

概要 Ａ  Ａ    

  取 扱

方法 

Ａ  Ａ    

［略］ 
 

授業科目及び内容の分類（資格別専門

科目） 

養成課程別の授業の要否及び程度（注３） 

     第 三

級 海

上 無

線 通

信士 

第 四

級 海

上 無

線 通

信士 

第 一

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

第 二

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

第 三

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

レ ー

ダ ー

級 海

上 特

殊 無

線 技

士 

授 業

科目 

授 業

内容 

   

  授 業

内 容

の 要

旨 

授 業

内 容

の 詳

細 

授 業

内 容

の 区

分

（ 注

２） 

［同左］ 

  衛 星

通 信

の た

め の

無 線

通 信

装置 

イ ン

マ ル

サ ッ

ト 船

舶 地

球 局

の 無

線 設

備 及

び

EGC 

概要 Ａ  Ａ    

  取 扱

方法 

Ａ  Ａ    

［同左］ 
 

３ 航空資格（航空無線通信士及び航空特殊無線技士）（注４） ３ ［同左］ 

授業科目及び内容の分類（資格別専門科目） 養成課程別の授業の要

否及び程度（注３） 授業科目 授業内容    

  授業内容

の要旨 

授業内容

の詳細 

授業内容

の 区 分

（注２） 

航空無線

通信士 

航空特殊

無線技士 

［略］ 

授業科目及び内容の分類（資格別専門科目） 養成課程別の授業の要

否及び程度（注３） 授業科目 授業内容    

  授業内容

の要旨 

授業内容

の詳細 

授業内容

の 区 分

（注２） 

航空無線

通信士 

航空特殊

無線技士 

［同左］ 



 

三 頁 

  衛星通信

のための

無線通信

装置 

インマル

サット衛

星通信装

置及び無

線設備規

則第 45条

の 22に規

定する航

空機地球

局で用い

られる無

線通信装

置 

概要 Ｂ  

 取扱方法 Ｂ  

［略］ 
 

  衛星通信

のための

無線通信

装置 

インマル

サット衛

星通信装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 Ｂ  

 取扱方法 Ｂ  

［同左］ 
 

［４・５ 略］ ［４・５ 同左］ 

別表第三号 法規 別表第三号 ［同左］ 

授業科目及び内

容の分類 

養成課程別の授業の要否及び程度（注） 

    第

三

級

海

上

無

線

通

信

士 

第

四

級

海

上

無

線

通

信

士 

第

一

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

第

三

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

レ

ー

ダ

ー

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

航

空

無

線

通

信

士 

航

空

特

殊

無

線

技

士 

第

一

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

三

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

国

内

電

信

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

第

三

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

第

四

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

授

業

科

目 

授

業

内

容 

  

 授

業

内

容

の

要

旨 

授

業

内

容

の

詳

細 

［略］ 

  衛

星

通

信

設

船

舶

地

球

局

Ｃ  Ｃ             

授業科目及び内

容の分類 

養成課程別の授業の要否及び程度（注） 

    第

三

級

海

上

無

線

通

信

士 

第

四

級

海

上

無

線

通

信

士 

第

一

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

第

三

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

レ

ー

ダ

ー

級

海

上

特

殊

無

線

技

士 

航

空

無

線

通

信

士 

航

空

特

殊

無

線

技

士 

第

一

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

三

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

国

内

電

信

級

陸

上

特

殊

無

線

技

士 

第

二

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

第

三

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

第

四

級

ア

マ

チ

ュ

ア

無

線

技

士 

授

業

科

目 

授

業

内

容 

  

 授

業

内

容

の

要

旨 

授

業

内

容

の

詳

細 

［同左］ 

  衛

星

通

信

設

イ

ン

マ

ル

サ

Ｃ  Ｃ             



 

四 頁 

 

 

備 の

無

線

設

備 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 
 

備 ッ

ト

船

舶

地

球

局

の

無

線

設

備 

［同左］ 
 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 六 十 九 号                                     

 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） 第 四 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 、

平 成 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 四 十 六 号 （ 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 第 四 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 無

線 機 器 の 型 式 検 定 に 係 る 試 験 の 方 法 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 



 

二 頁 
 

 
  改  正  後  改  正  前 

別表 機器の測定回路及び測定方法 

以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、１

×10－8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 

［１～12 略］ 

13 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機の機器 

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。 

測定回路及び測定方法は、２(6)に同じ。 

14～16 ［略］ 

17 施行規則第12条第６項第２号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの

周波数の電波を使用する無線設備の機器 

(1) 周波数の偏差 

 

 

 

バースト波にあってはバースト内の平均値を、連続波にあってはその平均値を測定し、許

容偏差から実際の運用において想定される最大のドップラーシフト分を差し引く。 

(2) スプリアス発射又は不要発射の強度 

 

 

 

バースト波にあってはバースト内の平均電力を、連続波にあってはその平均値を測定する。 

 (3) 空中線電力 

 

 

 

バースト波にあっては測定した値に送信時間率の逆数を乗じる、又はバースト内の平均電

力を測定し、連続波にあってはその平均値を測定する。 

(4) 占有周波数帯幅 

 

 

 

電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数

帯幅とする。 

(5) 搬送波を送信しないときの電力 

 

 

別表 ［同左］ 

［同左］ 

 

［１～12 同左］ 

［新設］ 

 

 

13～15 ［同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験機器 測定用結合回路 周波数計 

受験機器 測定用結合回路 スペクトル分析器 

受験機器 測定用結合回路 電力計 

受験機器 測定用結合回路 スペクトル分析器 



 

三 頁 
 

 

 

 

 

 

搬送波の送信を停止させた状態で測定する。 

(6) 上記以外の測定項目 

２の(6)に同じ。 

18～20 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

16～18 ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 

受験機器 測定用結合回路 スペクトル分析器 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 第 三 十 四 条 の 二 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 二 百 八 十 七 号 （ 無

線 従 事 者 で な け れ ば 行 っ て は な ら な い 無 線 設 備 の 操 作 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 

 

 

  改  正  後  改  正  前 
国 土 交 通 省 又 は 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 所 属 の 航 空 局 並 び に 国 土 交 通 省 、 地 方 公 共 団 体 、 成 田 国

際 空 港 株 式 会 社 、 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 又 は 中 部 国 際 空 港 株 式 会 社 所 属 の 無 線 標 識 局 及 び 無 線 航

行 陸 上 局 で あ っ て 、 航 空 機 の 航 行 の 安 全 確 保 の 用 に 供 す る も の の 無 線 設 備 の 操 作 

国 土 交 通 省 所 属 の 地 球 局 、 航 空 地 球 局 及 び 人 工 衛 星 局 、 国 土 交 通 省 又 は 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社

所 属 の 航 空 局 並 び に 国 土 交 通 省 、 地 方 公 共 団 体 、 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 、 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社

又 は 中 部 国 際 空 港 株 式 会 社 所 属 の 無 線 標 識 局 及 び 無 線 航 行 陸 上 局 で あ っ て 、 航 空 機 の 航 行 の 安 全

確 保 の 用 に 供 す る も の の 無 線 設 備 の 操 作 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 一 号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 別 表 第 三 号 の 4
0 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成

十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 八 号 （ 宇 宙 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 （ イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 、 イ ン

マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 及 び 航 空 機 地 球 局 （ 一 、 六 二 六 ・ 二 MH
z

を 超 え 一 、 六 六 ○ ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） の 送 信 設 備 の ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度 の 許

容 値 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線

を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象

規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の

は 、 こ れ を 加 え る 。



 

二 頁 

 
  改  正  後  改  正  前 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

三 帯 域 外 領 域 に お け る ス プ リ ア ス 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、 次 の と お り と す る 。 

 ［ １ 略 ］ 

 ２ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 さ れ た 携 帯 基 地 地 球 局 と 携

帯 移 動 地 球 局 と の 間 で 、 主 と し て 通 話 の た め に 行 わ れ る 無 線 通 信 及 び そ の 無 線 通 信 の 制 御 の

た め に 行 わ れ る 無 線 通 信 を い う 。 ） を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 送 信 設 備 で あ っ て 、 一 六 一 〇 ・

〇 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 及 び 、 船 舶 地 球 局 又 は 航 空 機

地 球 局 の 送 信 設 備 で あ っ て 、 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波

を 送 信 す る も の 

   次 に 示 す 曲 線 の 値 

 ［ 図 略 ］ 

［ 四 略 ］ 

五 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 航 空 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 航 空 機 地 球 局 の 無 線

設 備 で 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 無 線 局 の 送 信

設 備 の 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 次 の と お り と す

る 。 

１ 単 一 の 変 調 信 号 に よ る も の 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 ［ 同 上 ］ 

 ［ １ 同 上 ］ 

 ２ 携 帯 移 動 衛 星 通 信 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 さ れ た 携 帯 基 地 地 球 局 と 携

帯 移 動 地 球 局 と の 間 で 、 主 と し て 通 話 の た め に 行 わ れ る 無 線 通 信 及 び そ の 無 線 通 信 の 制 御 の

た め に 行 わ れ る 無 線 通 信 を い う 。 ） を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 送 信 設 備 で あ っ て 、 一 六 一 〇 ・

〇 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

 次 に 示 す 曲 線 の 値 

  

 

［ 図 同 上 ］ 

［ 四 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

周 波 数 帯 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 備 考 

一 〇 kH
z

を 超 え 一 、 五 二 五 MH
z

以

下 

任 意 の 一 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル （ 一

ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以 下 こ の 欄 に お

い て 同 じ 。 ） 以 下 の 値 

注 １ 

一 、 五 二 五 MH
z

を 超 え 一 、 五 五

九 MH
z

以 下 

任 意 の 一 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 四 六 デ シ ベ ル 以 下

の 値 
注 １ 

一 、 五 五 九 MH
z

を 超 え 一 、 五 八

五 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端 子

で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル 以 下 の

値 

注 ２ 

一 、 五 八 五 MH
z

を 超 え 一 、 六 〇

五 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル か ら

（ － ） 二 七 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

注 ３ 

任 意 の 一 kH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 二 五 デ シ ベ ル か ら

（ － ） 三 四 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

注 ４ 

一 、 六 〇 五 MH
z

を 超 え 一 、 六 一

〇 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル か ら

注 ５ 
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（ － ） 二 七 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

任 意 の 一 kH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 一 二 五 デ シ ベ ル か ら

（ － ） 三 四 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

注 ５ 
一 、 六 一 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 一

四 MH
z

以 下 

任 意 の 一 〇 kH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続

端 子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 七 八 デ シ ベ ル 以 下

の 値 

注 １ 

一 、 六 一 四 MH
z

を 超 え 一 、 六 一

六 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

 の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射

電 力 の 平 均 電 力 が （ － ） 四 六 デ シ ベ ル 以 下 の

値 

注 １ 

一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

を 超 え 一 、

六 五 〇 MH
z

以 下 
任 意 の 一 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続

端 子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 五 五 デ シ ベ ル 以 下

の 値 

注 １ 

一 、 六 五 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 六

〇 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端 子

で の 平 均 電 力 が （ － ） 四 九 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下

の 値 

注 １ 

一 、 六 六 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 七

〇 MH
z

以 下 

任 意 の 一 〇 kH
z

 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端

子 で の 平 均 電 力 が （ － ） 五 六 デ シ ベ ル 以 下 の

値 

注 １ 

任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端 子

で の 平 均 電 力 が （ － ） 三 九 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下

の 値 

注 １ 

一 、 六 七 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 八

〇 MH
z

以 下 

任 意 の 三 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射

電 力 の 平 均 電 力 が （ － ） 六 〇 デ シ ベ ル 以 下 の

値 

注 １ 

一 、 六 八 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 八

五 MH
z

以 下 

任 意 の 三 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻

射 電 力 の 平 均 電 力 が （ － ） 六 〇 デ シ ベ ル 以 下

の 値 

注 １ 

一 、 六 八 五 MH
z

を 超 え 一 、 七 〇

五 MH
z

以 下 

任 意 の 一 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電

力 の 平 均 電 力 が （ － ） 六 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

注 １ 

一 、 七 〇 五 MH
z

を 超 え 一 八 GH
z

以

下 

任 意 の 三 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 等 価 等 方 輻 射 電

力 の 平 均 電 力 が （ － ） 四 九 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

注 １ 

 

注 １ 一 フ レ ー ム 又 は 一 秒 の い ず れ か 短 い 時 間 の 平 均 電 力 

２ 二 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と す る 。 

３ 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 増 加 す る 、 二 〇 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と し 、 衛 星 無 線 航 行 装 置

の 保 護 が 必 要 な 場 合 は （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル と す る 。 

４ 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 増 加 す る 、 二 〇 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と し 、 衛 星 無 線 航 行 装 置
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の 保 護 が 必 要 な 場 合 は （ － ） 一 二 五 デ シ ベ ル と す る 。 

５ 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 増 加 す る 、 二 〇 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と し 、 衛 星 無 線 航 行 装 置

の 保 護 が 必 要 な 場 合 は 、 任 意 の 五 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端 子 で の 平 均 電 力

の 値 が （ － ） 一 一 五 デ シ ベ ル か ら （ － ） 八 〇 デ シ ベ ル ま で の 間 で 周 波 数 に 対 し て 直 線 的

に 増 加 す る 値 以 下 と す る 。 

６ 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 増 加 す る 、 二 〇 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と し 、 衛 星 無 線 航 行 装 置

の 保 護 が 必 要 な 場 合 は 、 任 意 の 一 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 空 中 線 接 続 端 子 で の 平 均 電 力 の 値

が （ － ） 一 一 八 デ シ ベ ル か ら （ － ） 一 〇 三 デ シ ベ ル ま で の 間 で 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に

増 加 す る 値 以 下 と す る 。 

２ マ ル チ キ ャ リ ア に よ る も の 

ア 二 つ の 変 調 波 の い ず れ か 一 つ が 最 大 出 力 の 場 合 、 又 は 送 信 機 の 出 力 が 最 大 値 の 二 分 の 一

の 場 合 の う ち 、 い ず れ か 小 さ い 方 の 不 要 発 射 の 強 度 は 、 前 号 に 示 す 値 を 四 デ シ ベ ル 超 過 し

て は な ら な い 。 

イ 二 信 号 の 相 互 変 調 積 は 、 （ － ） 三 八 デ シ ベ ル （ 搬 送 波 の 電 力 を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） を

超 過 し て は な ら な い 。 

ウ 二 つ の 無 変 調 キ ャ リ ア の 送 信 時 、 空 中 線 は 一 、 五 五 九 MH
z

か ら 一 五 八 五 MH
z

ま で の 周 波 数 帯

に お い て （ － ） 一 五 八 ・ 五 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以 下 こ の 号 に お い て

同 じ 。 ） 、 一 、 五 八 五 MH
z

か ら 一 、 六 〇 五 MH
z

ま で の 周 波 数 帯 に お い て （ － ） 一 五 七 デ シ ベ ル

を 超 過 す る 相 互 変 調 積 を 生 じ さ せ て は な ら な い 。 な お 、 航 空 機 地 球 局 と 衛 星 無 線 航 法 装 置

の ア イ ソ レ ー シ ョ ン が 五 五 デ シ ベ ル を 超 え る 場 合 、 当 該 ア イ ソ レ ー シ ョ ン と 五 五 デ シ ベ ル

と の 差 を 相 互 変 調 積 の 許 容 値 に 加 え る こ と が で き る 。 

エ 同 一 の 航 空 機 に あ る 別 の 航 空 機 地 球 局 の 無 線 設 備 に 対 し て 、 当 該 無 線 設 備 の 有 効 雑 音 温

度 の ６ パ ー セ ン ト を 超 え て 上 昇 さ せ る 相 互 変 調 積 を 生 じ さ せ て は な ら な い 。 な お 、 航 空 機

地 球 局 と 航 空 移 動 衛 星 通 信 装 置 の ア イ ソ レ ー シ ョ ン が 四 〇 デ シ ベ ル を 超 え る 場 合 、 当 該 ア

イ ソ レ ー シ ョ ン と 四 〇 デ シ ベ ル と の 差 を 相 互 変 調 積 の 許 容 値 に 加 え る こ と が で き る 。 

六 ［ 略 ］ 

七 深 宇 宙 に あ る 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 無 線 局 に つ い て は 、 第 一 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 適 用 し

な い 。 

八 ［ 略 ］ 

五 ［ 同 上 ］  

六 深 宇 宙 に あ る 宇 宙 物 体 に 開 設 す る 無 線 局 に つ い て は 、 第 一 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 適 用 し

な い 。 

七 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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○ 総 務 省 告 示 第 七 十 二 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 十 八 条 第 十 項 の 規 定 に 基 づ き 、

平 成 十 八 年 総 務 省 告 示 第 六 百 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 十 項 の 規 定 に 基 づ く 小 型 の 船 舶 又 は 我

が 国 の 沿 岸 海 域 の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 が 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば

な ら な い 機 器 に 代 え る こ と が で き る 機 器 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の

義務船舶局が同条第１項及び第２項の規定により備えなければならない機器に代えることができ

る機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無

線設備の機器とする。 

［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

注 注 

［１～25 略］ ［１～25 同左］ 

26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局（人工衛星局の中継により海岸地球局又は携

帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局）の通信圏内を航行する船舶が

備える無線設備は、次のものとする。 

26 ［同左］ 

⑴ 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備 ⑴ ［同左］ 

ア 設備規則第40条の４第２項、第３項及び第５項に規定する船舶地球局の無線設備 ア 設備規則第40条の４第２項から第５項までに規定するインマルサット船舶地球局又

は設備規則第49条の24各項に規定するインマルサット携帯移動地球局の無線設備 

イ 設備規則第49条の23第１号及び第２号、第49条の23の２並びに設備規則第49条の24

各項に規定する携帯移動地球局の無線設備 

イ 設備規則第49条の23第１号及び第２号並びに第49条の23の２に規定する携帯移動地

球局の無線設備 

［ウ・エ 略］ ［ウ・エ 同左］ 

［⑵ 略］ ［⑵ 同左］ 

［27 略］ ［27 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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○ 総 務 省 告 示 第 七 十 三 号                                     

 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 三 十 四 条 の 六 第 一 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 平 成 二 十 一 年 総 務 省 告 示 第 四 百 七 十 一 号 （ 小 規 模 な 船 舶 局 に 使 用 す る 無 線 設 備 と し て 総 務 大 臣 が

別 に 告 示 す る 無 線 設 備 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

［ 一 ～ 十 五 略 ］ 

十 六 前 各 項 の 無 線 設 備 と 併 せ て 船 舶 局 に 設 置 す る 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 

 ［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ 

 ⑶ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 

 ［ ⑷ ～ ⑻ 略 ］ 

［ 十 七 略] 

［ 一 ～ 十 五 同 上 ］ 

十 六 ［ 同 上 ］ 

 ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

 ⑶ イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 

 ［ ⑷ ～ ⑻ 同 上 ］ 

［ 十 七 同 上] 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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○ 総 務 省 告 示 第 七 十 四 号                                     

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） 第 十 七 条 及 び 別 表 第 五 号 第 三 の 三 ⑵ の 規

定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 七 十 八 号 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 第 十 七 条 及 び 別 表 第

五 号 第 三 の 三 ⑵ の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 等 事 業 者 が 行 う 検 査 の 実 施 方 法 等 及 び 無 線 設 備 の 総 合 試 験 の

具 体 的 な 確 認 の 方 法 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

［第１ 略］ ［第１ 同左］ 

第２ 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領 第２ ［同左］ 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 無線設備等 ３ ［同左］ 

一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 一 ［同左］ 

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 

1 無線局事項書関係   

［略］ 

⑶ 無線設備の設置箇所

（条件がある場合に限

る。） 

［略］ １ 法第34条の義務船舶局

等の無線設備の設置箇所

については、次による。 

［⑴～⑾ 略］ 

⑿ 義務船舶局等に備え

る 1,621.35MHz か ら

1,626.5MHzまでを受信

する高機能グループ呼

出受信機に使用する空

中線については、設備

規則第38条第４項に規

定する位置に設置され

ていないときは、「不

可」とする。 

［２ 略］ 

［略］ 
 

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 

1 無線局事項書関係   

［同左］ 

⑶ ［同左］ ［同左］ １ 法第34条の義務船舶等

の無線設備の設置箇所に

ついては、次による。 

［⑴～⑾ 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［２ 同左］ 

［同左］ 
 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 

［二 略］ ［二 同左］ 

三 総合試験 三 ［同左］ 

検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう

かを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認す

る。 

無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとする。 

［同左］ 

検査対象無線局の種別 総合試験の方法等 検査の成績 

１ 船舶局 ［略］ ［略］ 

［略］ 

  ５ 特殊な設備及び附属装   

検査対象無線局の種別 総合試験の方法等 検査の成績 

１ 船舶局 ［同左］ ［同左］ 

［同左］ 

  ５ ［同左］   
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置については、次のとお

りとする。 

［略］ 

 ⑸  DSC専用受信機、ナ

ブテックス受信機及び

高機能グループ呼出受

信機については、自己

診断試験により動作の

良否を確認する。 

 

良好に動作しないとき

は、「不可」とする。 

［略］ 
 

 

 

［同左］ 

 ⑸  DSC専用受信機、ナ

ブテックス受信機及び

インマルサット高機能

グループ呼出受信機に

ついては、自己診断試

験により動作の良否を

確認する。 

［同左］ 

［同左］ 
 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

［第３ 略］ ［第３ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 五 号                                     

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 ( 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ) 第 二 十 条 及 び 別 表 第 七 号 第 三 の 三 ⑵ の 規

定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 七 十 九 号 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 第 二 十 条 及 び 別 表 第

七 号 第 三 の 三 ⑵ の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 等 事 業 者 等 が 行 う 点 検 の 実 施 方 法 等 及 び 無 線 設 備 の 総 合 試 験

の 具 体 的 な 確 認 の 方 法 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 
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  改  正  後  改  正  前 

［ １ ・ ２ 略 ］ 

３ 無 線 設 備 等 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

三 総 合 試 験 

  点 検 を 実 施 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 が 正 常 に 動 作 し 、 当 該 無 線 局 の 目 的 が 達 成 さ れ る か ど う

か を 総 合 的 に 判 断 す る た め 、 以 下 に よ り 実 地 通 信 を 行 っ て 、 そ の 通 信 の 状 況 等 を 確 認 す る 。 

  無 線 設 備 の 操 作 を 行 う 場 合 は 、 当 該 無 線 局 に 選 任 さ れ た 無 線 従 事 者 が 行 う も の と す る 。 

点 検 対 象 無 線 局 総 合 試 験 の 方 法 等 備 考 

［ 略 ］ 

２ 船 舶 局 ［ ⑴ ～ ⑷ 略 ］ 

⑸ 特 殊 な 設 備 及 び 附 属 装 置 に つ い て

は 、 次 の と お り と す る 。 

［ ア ～ オ 略 ］ 

カ Ｄ Ｓ Ｃ 専 用 受 信 機 、 ナ ブ テ ッ ク ス

受 信 機 及 び 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信

機 に つ い て は 、 自 己 診 断 試 験 に よ り

動 作 の 良 否 を 確 認 す る 。 

 

［ キ 略 ］ 

［ 略 ］ 

［ 略 ］ 
 

［ １ ・ ２ 同 上 ］ 

３ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 ［ 同 上 ］ 

  ［ 同 上 ］ 

 

 

点 検 対 象 無 線 局 総 合 試 験 の 方 法 等 備 考 

［ 同 上 ］ 

２ 船 舶 局 ［ ⑴ ～ ⑷ 同 上 ］ 

⑸ 特 殊 な 設 備 及 び 附 属 装 置 に つ い て

は 、 次 の と お り と す る 。 

［ ア ～ オ 同 上 ］ 

カ Ｄ Ｓ Ｃ 専 用 受 信 機 、 ナ ブ テ ッ ク ス

受 信 機 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ

ル ー プ 呼 出 受 信 機 に つ い て は 、 自 己

診 断 試 験 に よ り 動 作 の 良 否 を 確 認 す

る 。 

［ キ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ 
 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 六 号  

 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、

平 成 三 十 年 総 務 省 告 示 第 三 百 五 十 五 号 （ 再 免 許 の 申 請 を 免 許 の 有 効 期 間 満 了 前 一 箇 月 以 上 六 箇 月 を 超

え な い 期 間 に 行 う こ と が で き る 無 線 局 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  令 和 三 年 三 月 二 日  

総 務 大 臣  武 田  良 太   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、

改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 
［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 船 上 通 信 局 ［ 新 設 ］ 

四 無 線 航 行 移 動 局 ［ 新 設 ］ 

五 ～ 八 ［ 略 ］ 三 ～ 六 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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○ 総 務 省 告 示 第 七 十 七 号                                     

 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） 別 表 第 二 号 第 １ か ら 第 ５ ま で 、

別 表 第 二 号 の 二 第 １ か ら 第 ８ ま で 、 別 表 第 二 号 の 三 第 １ 及 び 第 ２ 、 別 表 第 二 号 の 四 並 び に 別 表 第 三 号

の 五 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 三 十 年 総 務 省 告 示 第 三 百 五 十 六 号 （ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 別 表 第 二 号 第 １ 等

の 規 定 に 基 づ く 無 線 局 免 許 申 請 書 等 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 等 の 各 欄 の 記 載 に 用 い る コ ー ド （ 無 線 局

の 目 的 コ ー ド 及 び 通 信 事 項 コ ー ド を 除 く 。 ） ） を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 頁 

 

 

 

  改  正  後 改  正  前 

別表第10号 局種コード及び無線設備の名称コード 別表第10号 ［同左］ 

［第１ 略］ ［第１ 同左］ 

第２ 無線設備の名称コード 第２ ［同左］ 

項目 コード 

［略］ ［略］ 

インマルサットＦ型 ＩＭＦ 

施行規則第12条第６項第２号に規定する船

舶地球局の無線設備 

ＩＲＤ 

［略］ ［略］ 
 

項目 コード 

［同左］ ［同左］ 

インマルサットＦ型 

 

 

ＩＭＦ 

［同左］ ［同左］ 
 

  

別表第22号 附属装置コード 別表第22号 ［同左］ 

項目 コード 補足事項 備考 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

高機能グループ呼

出受信機 

 

ＥＧＣ 型式又は名称及び

製造番号 

 

ＥＧＩ 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

項目 コード 補足事項 備考 

［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

インマルサット高

機能グループ呼出

受信機 

ＥＧＣ 型式又は名称及び

製造番号 

 

［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 
 

  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 八 号                                     

 無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） 第 百 四 十 三 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

基 づ き 、 航 空 機 地 球 局 の 運 用 義 務 時 間 が そ の 航 空 機 の 航 行 中 常 時 と な る 区 域 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 な お 、 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 二 百 八 十 六 号 （ 航 空 機 地 球 局 の 運 用 義 務 時 間 が そ の 航 空 機 の 航 行 中

常 時 と な る 区 域 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

一  無 線 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 二 十 に 規 定 す る 航 空 機 地 球 局 

航 空 機 地 球 局 の 開 設 さ れ る 航 空 機 が 水 平 飛 行 を 行 っ て い る 状 態 に お い て 、 当 該 航 空 機 地 球 局 の ア

ン テ ナ 仰 角 が 、 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監 督 す る 法 人 が 太 平 洋 上 空 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 に 対 し て

五 度 以 上 と な る 区 域 

二  無 線 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 二 十 二 に 規 定 す る 航 空 機 地 球 局 

全 区 域 



一 頁 

○ 総 務 省 告 示 第 七 十 九 号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 十 四 条 第 三 項 、 第 四 十 条 の 四 第 二 項

第 四 号 、 第 三 項 第 四 号 、 第 四 項 第 四 号 、 第 五 項 第 四 号 及 び 第 六 項 並 び に 別 表 第 一 号 注 3
3 の 規 定 に 基 づ

き 、 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 な お 、 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 七 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 十 四 条 第 三 項 等 の 規 定 に 基 づ く イ

ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 ） は 、 廃 止 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

第 一  イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 

一  一 般 的 条 件 

１  遭 難 警 報 の 送 信 の た め の 操 作 が 二 以 上 の 場 所 に お い て で き る こ と 。 

２  使 用 す る 電 波 の 周 波 数 及 び タ イ ム ス ロ ッ ト は 、 通 信 網 管 理 機 能 を 有 す る 海 岸 地 球 局 か ら イ ン

マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 常 時 送 信 さ れ て い る 時 分 割 多 重 方 式 の 信 号 （ 以 下 「 Ｎ Ｃ Ｓ

コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ 」 と い う 。 ） を 受 信 す る こ と に よ っ て 、 自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

３  遭 難 警 報 が 送 信 さ れ て い る こ と を 示 す 機 能 を 有 す る こ と （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に

定 め る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 の 場 合 に 限 る 。 ） 。  
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４  加 熱 を 避 け る た め の 機 能 （ 通 報 の 送 信 が 終 了 し た 後 、 遭 難 通 信 を 除 き 、 一 定 の 時 間 、 通 信 を

中 断 す る も の を 含 む 。 ） を 有 す る こ と 。 

５  次 の 表 示 機 能 を 有 す る こ と 。 

（一
）

 Ｎ Ｃ Ｓ コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ の 同 期 状 態 

（二
）

 遭 難 警 報 に 対 す る 海 岸 地 球 局 か ら の 応 答 

（三
）

 電 波 発 射 の 有 無 

６  受 信 し た 通 報 を 印 字 で き る こ と 。 

７  機 械 的 雑 音 が 少 な い も の で あ る こ と 。 

８  遭 難 警 報 を 送 信 す る た め の 専 用 の ボ タ ン は 、 独 立 し た 二 以 上 の 操 作 に よ り 作 動 す る も の で あ

り 、 か つ 、 ９ の 条 件 に 適 合 す る 入 力 パ ネ ル 又 は 国 際 標 準 化 機 構 （ Ｉ Ｓ Ｏ ） の 規 格 に よ る キ ー ボ

ー ド の キ ー で な い こ と （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 定 め る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の

無 線 設 備 の 場 合 に 限 る 。 ） 。  

９  〇 か ら 九 ま で の 数 字 の 入 力 パ ネ ル を 有 す る 場 合 は 、 そ の 数 字 の 配 列 は 国 際 電 気 通 信 連 合 電 気

通 信 標 準 化 部 門 （ 以 下 「 Ｉ Ｔ Ｕ ― Ｔ 」 と い う 。 ） の 勧 告 Ｅ ． 16
1

に よ る も の で あ る こ と 。 

1
0  船 舶 の 位 置 及 び 当 該 位 置 を 決 定 し た 時 刻 を 自 動 又 は 手 動 で 入 力 す る こ と が で き る こ と （ 施

行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 定 め る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 の 場 合 に 限
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る 。 ） 。  
１
１  過 剰 電 流 、 過 剰 電 圧 、 電 源 の 過 渡 変 動 及 び 電 源 の 極 性 の 偶 発 的 な 反 転 か ら の 保 護 手 段 を 有

す る こ と 。 

１
２  露 出 し た 金 属 部 分 は 、 接 地 す る こ と が で き る こ と 。 

１
３  電 源 端 子 は 、 接 地 さ れ て い な い こ と 。 

１
４  電 圧 五 五 ボ ル ト を 超 え る 電 気 （ 高 周 波 の も の を 除 く 。 ） を 通 ず る 導 電 部 は 、 容 易 に 露 出 し

な い よ う に 、 次 の い ず れ か の 条 件 に 適 合 す る 遮 へ い 体 を 有 す る こ と 。 

（一
）

 遮 へ い 体 を 開 け た と き は 、 自 動 的 に 電 源 が 遮 断 さ れ る 構 造 で あ る こ と 。 

（二
）

 遮 へ い 体 を 開 け る た め に は 工 具 を 必 要 と す る 構 造 で あ り 、 か つ 、 高 電 圧 に 対 す る 注 意 事

項 が 外 部 に 表 示 さ れ て い る こ と 。 

１
５  空 中 線 か ら 輻 射 さ れ る 高 周 波 エ ネ ル ギ ー の レ ベ ル に つ い て 、 毎 平 方 メ ー ト ル 一 〇 〇 ワ ッ ト 、

二 五 ワ ッ ト 及 び 一 〇 ワ ッ ト と な る 距 離 が レ ド ー ム 付 近 に 表 示 さ れ て い る こ と 。 

１
６  通 常 の 取 付 位 置 に お い て 、 製 造 者 名 、 型 式 名 及 び 製 造 番 号 が 明 確 に 判 読 で き る よ う に 外 部

に 表 示 さ れ て い る こ と 。 

二  電 気 的 条 件 

１  送 信 装 置 
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（一
）

 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

か ら 一 、 六 四 六 ・ 五 MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 の い ず れ の 周 波 数 も 自 動

的 に 選 択 し 、 送 信 で き る こ と 。 
（二

）

 送 信 周 波 数 は 、 海 岸 地 球 局 か ら 送 信 さ れ る 時 分 割 多 重 方 式 の チ ャ ネ ル の 搬 送 波 周 波 数 を

基 準 と し て 生 成 さ れ る こ と 。 た だ し 、 送 信 周 波 数 が 、 設 備 規 則 別 表 第 一 号 注 3
2

に よ る 許 容

偏 差 を 維 持 で き な い と き は 、 遭 難 通 信 を 除 き 送 信 が で き な い こ と と す る 。 

（三
）

 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 、 天 頂 を 九 〇 度 と し た 仰 角 が （ － ） 一 五 度 以 上 に お い て 、 五 デ シ ベ

ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以 上 で あ る こ と 。 ま た 、 い か な る 方 向 に お い て も （ ＋ ）

一 六 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） を 超 え て は な ら な い 。 

（四
）

 一 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 は 、 次 の 値 を 超 え な い こ と 。 

送 信 速 度 離 調 周 波 数 （ 搬 送 波 周 波 数

か ら の 差 の 周 波 数 を い う 。

以 下 同 じ 。 ）  

一 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ

る 電 力 の 無 変 調 搬 送 波 に 対

す る 比 

毎 秒 六 〇 〇 ビ ッ ト 

  

（ ± ） 四 ・ 二 kH
z

 （ － ） 二 六 ・ 五 デ シ ベ ル 

（ ± ） 四 八 ・ 六 kH
z

 （ － ） 四 八 デ シ ベ ル 

毎 秒 一 、 二 〇 〇 ビ ッ ト （ ± ） 四 ・ 二 kH
z

 （ － ） 二 三 ・ 五 デ シ ベ ル 
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  （ ± ） 四 八 ・ 六 kH
z

 （ － ） 四 五 デ シ ベ ル 
（五

）
 一 度 に 送 信 で き る パ ケ ッ ト （ デ ー タ を 一 定 の 長 さ に 区 切 り 、 そ れ ぞ れ に 送 受 信 に 必 要 な

情 報 を 加 え た 伝 送 の 単 位 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 数 は 二 五 五 以 下 で あ る こ と 。 

（六
）

 海 岸 地 球 局 か ら 送 信 さ れ る 時 分 割 多 重 方 式 の 信 号 に よ り 、 送 信 速 度 を 毎 秒 六 〇 〇 ビ ッ ト

又 は 毎 秒 一 、 二 〇 〇 ビ ッ ト に 切 り 替 え ら れ る こ と 。 

（七
）

 通 信 の た め の 送 信 信 号 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

（１
）

 誤 り 検 定 符 号 は 、 レ ー ト 二 分 の 一 、 拘 束 長 七 の 畳 み 込 み 符 号 （ 七 つ の 信 号 ビ ッ ト か ら 、

信 号 一 ビ ッ ト に つ き 二 ビ ッ ト の 誤 り 検 定 符 号 に 変 換 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と し 、

そ の 生 成 多 項 式 は 、 次 の と お り と す る 。 

Ｇ １ （ Ｘ ） ＝ １ ＋ Ｘ ２ ＋ Ｘ ３ ＋ Ｘ ５ ＋ Ｘ ６  

Ｇ ２ （ Ｘ ） ＝ １ ＋ Ｘ ＋ Ｘ ２ ＋ Ｘ ３ ＋ Ｘ ６  

（２
）

 送 信 速 度 の 安 定 度 は 、 十 秒 間 で 、 百 万 分 の 一 以 下 で あ る こ と 。 

（八
）

 通 信 の た め の 送 信 信 号 （ 呼 出 し の た め の も の を 除 く 。 ） は 、 （七
）

の 規 定 に よ る ほ か 、 次

の と お り で あ る こ と 。 

（１
）

 構 成 は 、 別 図 第 一 号 の と お り で あ る こ と 。 

（２
）

 同 期 符 号 は 、 次 の 符 号 列 が 二 回 繰 り 返 さ れ た も の で あ る こ と 。 

Ｇ １ （Ｘ）＝１＋Ｘ ２ ＋Ｘ ３ ＋Ｘ ５ ＋Ｘ ６  

Ｇ ２ （Ｘ）＝１＋Ｘ＋Ｘ ２ ＋Ｘ ３ ＋Ｘ ６  
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〇 〇 〇 〇  〇 一 一 一  一 一 一 〇  一 〇 一 〇 

一 一 〇 〇  一 一 〇 一  一 一 〇 一  一 〇 一 〇 

〇 一 〇 〇  一 一 一 〇  〇 〇 一 〇  一 一 一 一 

〇 〇 一 〇  一 〇 〇 〇  一 一 〇 〇  〇 〇 一 〇 

（３
）

 （2
）

の 場 合 に お い て 、 同 期 符 号 は 誤 り 検 定 符 号 化 さ れ ず に 送 信 さ れ る こ と 。 

（九
）

 呼 出 し の た め の 送 信 信 号 は 、 （七
）

の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

（１
）

 構 成 は 、 別 図 第 二 号 の と お り で あ る こ と 。 

（２
）

 同 期 符 号 は 、 （八
）

の （2
）

に 定 め る 符 号 列 を 一 回 送 信 す る も の で あ る こ と 。 

（３
）

 （2
）

の 場 合 に お い て 、 同 期 符 号 は 誤 り 検 定 符 号 化 さ れ ず に 送 信 さ れ る こ と 。 

２  受 信 装 置 

（一
）

 一 、 五 三 七 MH
z

か ら 一 、 五 四 四 ・ 二 MH
z

ま で の 五 kH
z

間 隔 の い ず れ の 周 波 数 に も 自 動 的

に 同 調 可 能 で あ る こ と 。 

（二
）

 通 信 状 態 以 外 は 、 Ｎ Ｃ Ｓ コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ に 同 調 し て い る こ と 。 

（三
）

 受 信 信 号 は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

（１
）

 誤 り 検 定 符 号 は 、 レ ー ト 二 分 の 一 、 拘 束 長 七 の 畳 み 込 み 符 号 と し 、 そ の 生 成 多 項 式 は

次 の と お り と す る 。 

Ｇ １ （Ｘ）＝１＋Ｘ ２ ＋Ｘ ３ ＋Ｘ ５ ＋Ｘ ６  

Ｇ ２ （Ｘ）＝１＋Ｘ＋Ｘ ２ ＋Ｘ ３ ＋Ｘ ６  
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（２
）

 伝 送 速 度 は 、 毎 秒 一 、 二 〇 〇 ビ ッ ト で あ る こ と 。 

（３
）

 同 期 符 号 は 、 １ の （八
）

の （2
）

に 定 め る も の で あ る こ と 。 
（四

）

 復 調 器 入 力 ま で の 選 択 度 特 性 は 、 別 図 第 三 号 の と お り で あ る こ と 。 

（五
）

 パ ケ ッ ト 誤 り 率 は 、 送 信 パ ケ ッ ト の 長 さ が 一 二 八 バ イ ト の と き 〇 ・ 〇 八 以 下 、 四 八 バ イ

ト の と き 〇 ・ 〇 二 七 以 下 で あ り 、 次 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

（１
）

 （ ± ） 〇 ・ 〇 六 ヘ ル ツ の 初 期 ク ロ ッ ク 周 波 数 オ フ セ ッ ト 状 態 に お い て 、 次 の ア か ら

オ ま で の 電 波 を 加 え た 場 合 

ア  一 、 五 三 七 MH
z

か ら 一 、 五 四 四 ・ 二 MH
z

ま で の 範 囲 の 周 波 数 の 電 波 

イ  フ ェ ー ジ ン グ を 受 け て い な い 毎 平 方 メ ー ト ル （ － ） 一 四 六 ・ 五 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を

〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） の 電 力 束 密 度 の 電 波 

ウ  初 期 周 波 数 オ フ セ ッ ト が （ ± ） 八 五 〇 ヘ ル ツ で あ っ て 、 そ の 周 波 数 変 動 が 三 秒 間 に

（ － ） 五 〇 ヘ ル ツ か ら （ ＋ ） 五 〇 ヘ ル ツ ま で と な る 電 波 

エ  別 図 第 四 号 に 示 す 位 相 雑 音 の 電 波 

オ  直 接 波 と 反 射 波 の 比 が 七 デ シ ベ ル の マ ル チ パ ス フ ェ ー ジ ン グ の 電 波 

（２
）

 搬 送 波 か ら （ ± ） 五 kH
z

離 れ た 点 に お い て 、 無 変 調 搬 送 波 レ ベ ル に 対 し て （ ＋ ） 五

デ シ ベ ル の 相 対 レ ベ ル を 有 す る 妨 害 波 を 加 え た 場 合 
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（３
）

 毎 平 方 メ ー ト ル （ － ） 一 五 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） の 電 力 束 密 度

の 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

か ら 一 、 六 四 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 帯 の 妨 害 波 を 加 え た 場 合 

３  空 中 線 

  軸 比 は 、 仰 角 五 度 か ら 九 〇 度 ま で 及 び 方 位 角 〇 度 か ら 三 六 〇 度 ま で の 範 囲 に お い て 、 六 デ シ

ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

４  電 磁 干 渉 

  電 源 回 路 を 通 し て 外 部 へ 伝 わ る 電 気 的 雑 音 の レ ベ ル は 、 別 図 第 五 号 に 示 す 値 を 超 え な い も の

で あ る こ と 。 

第 二  イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｆ 型 の 無 線 設 備 

一  一 般 的 条 件 

１  第 一 の 一 の ２ 、 ３ 、 ８ 、 1
1

及 び 1
6

の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

２  空 中 線 か ら 輻 射 さ れ る 電 波 の 強 さ が 毎 平 方 メ ー ト ル 一 〇 〇 ワ ッ ト 、 二 五 ワ ッ ト 及 び 一 〇 ワ ッ

ト と な る 地 点 か ら 当 該 空 中 線 ま で の 距 離 に つ い て 、 レ ド ー ム に 表 示 さ れ て い る こ と 。 

３  無 線 電 信 に よ る 通 信 （ 呼 出 し 及 び 応 答 を 行 う た め の も の を 除 く 。 ） 及 び 無 線 電 話 に よ る 通 信

を 行 う 場 合 は 、 一 の 搬 送 波 に つ い て 一 の チ ャ ネ ル の デ ジ タ ル 符 号 化 さ れ た 情 報 に よ り 変 調 を 行

う も の で あ る こ と 。 
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二  電 気 的 条 件 
１  送 信 装 置 

（一
）

 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

か ら 一 、 六 六 〇 ・ 五 MH
z

ま で の 一 ・ 二 五 kH
z

間 隔 の い ず れ の 周 波 数

も 自 動 的 に 選 択 し 、 送 信 で き る こ と 。 

（二
）

 等 価 等 方 輻 射 電 力 は 、 無 線 高 速 デ ー タ に よ る 通 信 を 行 う 場 合 は 、 八 デ シ ベ ル 、 一 〇 デ シ

ベ ル 、 一 二 デ シ ベ ル 、 一 四 デ シ ベ ル 、 一 六 デ シ ベ ル 、 一 八 デ シ ベ ル 、 二 〇 デ シ ベ ル 、 二 二 デ

シ ベ ル 、 二 四 デ シ ベ ル 、 二 六 デ シ ベ ル 、 二 八 デ シ ベ ル 、 三 〇 デ シ ベ ル 又 は 三 二 デ シ ベ ル （ い

ず れ も 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） で あ り 、 そ の 他 の 通 信 を 行 う 場 合 は 、 六 デ シ ベ ル 、

八 デ シ ベ ル 、 一 〇 デ シ ベ ル 、 一 二 デ シ ベ ル 、 一 四 デ シ ベ ル 、 一 六 デ シ ベ ル 、 一 八 デ シ ベ ル 、

二 〇 デ シ ベ ル 、 二 二 デ シ ベ ル 、 二 四 デ シ ベ ル 又 は 二 六 デ シ ベ ル （ い ず れ も 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ

ベ ル と す る 。 ） で あ り 、 い ず れ の 場 合 も 通 信 開 始 時 の 搬 送 波 電 力 対 雑 音 電 力 密 度 と の 比 に 応

じ て 自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 許 容 偏 差 は 、 （ － ） 二 デ シ ベ ル か ら （ ＋ ）

一 デ シ ベ ル ま で の 範 囲 と す る 。 

（三
）

 無 線 電 信 に よ る 通 信 （ 呼 出 し 及 び 応 答 を 行 う た め の も の 並 び に 無 線 高 速 デ ー タ に よ る 通

信 を 除 く 。 ） を 行 う 場 合 は 、 変 調 方 式 は 二 の 直 交 す る チ ャ ネ ル の 入 力 信 号 （ 以 下 「 Ｉ チ ャ ネ

ル 」 及 び 「 Ｑ チ ャ ネ ル 」 と い う 。 ） に 対 し 、 次 の 相 対 位 相 関 係 を 有 す る 帯 域 制 限 さ れ た オ フ
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セ ッ ト 四 相 位 相 変 調 （ Ｑ チ ャ ネ ル の 入 力 信 号 を Ｉ チ ャ ネ ル の 入 力 信 号 に 比 べ て 二 分 の 一 シ ン

ボ ル 遅 ら せ た 四 相 位 相 変 調 を い う 。 以 下 「 Ｏ ― Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。 

Ｉ チ ャ ネ ル Ｑ チ ャ ネ ル 相 対 位 相 
一 一 （ ＋ ） 四 五 度 

〇 一 （ ＋ ） 一 三 五 度 

一 〇 （ － ） 四 五 度 

〇 〇 （ － ） 一 三 五 度 

（四
）

 無 線 電 話 に よ る 通 信 を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（１
）

 変 調 方 式 は 帯 域 制 限 さ れ た Ｏ ― Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ 方 式 で あ る こ と 。 

（２
）

 音 声 符 号 化 は 、 毎 秒 四 、 八 〇 〇 ビ ッ ト の Ａ Ｍ Ｂ Ｅ 方 式 （ 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監 督

す る 法 人 が 定 め る Ａ Ｍ Ｂ Ｅ 音 声 符 号 化 方 式 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る こ と 。 

（五
）

 呼 出 し 及 び 応 答 信 号 に つ い て は 、 変 調 方 式 は 、 二 相 位 相 変 調 方 式 で あ る こ と 。 

（六
）

 無 線 高 速 デ ー タ に よ る 通 信 を 行 う 場 合 は 、 変 調 方 式 は 、 帯 域 制 限 さ れ た 一 六 値 直 交 振 幅

変 調 （ 以 下 「 一 六 Ｑ Ａ Ｍ 」 と い う 。 ） 方 式 で あ る こ と 。 

（七
）

 呼 出 し を 行 う 場 合 に は 、 そ の 都 度 、 海 岸 地 球 局 か ら 指 定 さ れ た 呼 出 し 周 波 数 に 選 択 さ れ
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る こ と 。 

（八
）

 呼 出 し シ ー ケ ン ス が 終 了 し て か ら 、 少 な く と も 十 七 秒 間 は 、 再 呼 出 し が で き な い こ と 。 

２  受 信 装 置 

（一
）

 一 、 五 二 五 MH
z

か ら 一 、 五 五 九 MH
z

ま で の 一 ・ 二 五 kH
z

間 隔 の い ず れ の 周 波 数 も 自 動 的

に 同 調 可 能 で あ る こ と 。 

（二
）

 通 信 状 態 以 外 は 、 Ｎ Ｃ Ｓ コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ に 同 調 し て い る こ と 。 

（三
）

 無 線 電 信 に よ る 通 信 （ 呼 出 し 及 び 応 答 を 行 う た め の も の 並 び に 無 線 高 速 デ ー タ に よ る 通

信 を 除 く 。 ） を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（１
）

 １ の （四
）

の （1
）

の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（２
）

 受 信 信 号 の 伝 送 速 度 は 、 毎 秒 五 、 六 〇 〇 ビ ッ ト 又 は 毎 秒 二 四 、 〇 〇 〇 ビ ッ ト で あ る こ

と 。 

（３
）

 復 調 器 入 力 ま で の 選 択 度 特 性 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る と お り の も の で あ る こ と 。 

区 別 選 択 度 特 性 

希 望 信 号 が 、 毎 秒 五 、 六 〇 〇 ビ ッ ト の ラ ア  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て （ ± ）
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ン ダ ム デ ー タ で 変 調 さ れ 、 帯 域 制 限 さ れ

た Ｏ ― Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ の も の 

二 五 kH
z

以 内 を 除 い た 一 、 五 二 五 MH
z

か ら

一 、 五 五 九 MH
z

ま で の 周 波 数 範 囲 の す べ て

の 妨 害 信 号 除 去 比 は 三 〇 デ シ ベ ル 以 上 で あ

る こ と 。 

イ  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て 上 下 に そ

れ ぞ れ 四 ・ 五 kH
z

離 れ た 二 波 の 隣 接 信 号 が

存 在 し た 場 合 、 四 〇 ・ 六 デ シ ベ ル の 搬 送 波

電 力 対 雑 音 電 力 密 度 と の 比 で 、 ビ ッ ト 誤 り

率 は 四 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る こ と 。 こ の 場

合 に お い て 、 隣 接 信 号 は 、 希 望 信 号 と 同 様

の も の で あ り 、 そ れ ぞ れ 希 望 信 号 よ り 六 デ

シ ベ ル 高 い も の と す る 。 

希 望 信 号 が 、 毎 秒 二 四 、 〇 〇 〇 ビ ッ ト の

ラ ン ダ ム デ ー タ で 変 調 さ れ 、 帯 域 制 限 さ

れ た Ｏ ― Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ の も の 

ア  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て （ ± ）

五 〇 kH
z

以 内 を 除 い た 一 、 五 二 五 MH
z

か ら

一 、 五 五 九 MH
z

ま で の 周 波 数 範 囲 の す べ て
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の 妨 害 信 号 除 去 比 は 四 〇 デ シ ベ ル 以 上 で あ

る こ と 。 

イ  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て 上 下 に そ

れ ぞ れ 二 〇 kH
z

離 れ た 二 波 の 隣 接 信 号 の 存

在 に よ る 性 能 の 劣 化 は 、 搬 送 波 電 力 対 雑 音

電 力 密 度 比 に 換 算 し て 〇 ・ 八 デ シ ベ ル 以 内

で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 隣 接 信 号

は 、 希 望 信 号 と 同 様 の も の で あ り 、 そ れ ぞ

れ 希 望 信 号 よ り 六 デ シ ベ ル 高 い も の と す

る 。 

（四
）

 無 線 電 話 に よ る 通 信 を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（１
）

 （三
）

の （1
）

か ら （3
）

ま で の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（２
）

 音 声 符 号 化 は 、 Ａ Ｍ Ｂ Ｅ 方 式 で あ る こ と 。 

（五
）

 無 線 高 速 デ ー タ に よ る 通 信 を 行 う 場 合 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

（１
）

 変 調 方 式 は 、 帯 域 制 限 さ れ た 一 六 Ｑ Ａ Ｍ 方 式 で あ る こ と 。 

（２
）

 受 信 信 号 の 伝 送 速 度 は 、 毎 秒 一 三 四 ・ 四 キ ロ ビ ッ ト 又 は 二 六 八 ・ 八 キ ロ ビ ッ ト で あ る
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こ と 。 

（３
）

 復 調 器 入 力 ま で の 選 択 度 特 性 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る と お り で あ る こ と 。 
区 別 選 択 度 特 性 

受 信 信 号 の 伝 達 速 度 が 毎 秒 一 三 四 ・ 四 キ

ロ ビ ッ ト の も の 

ア  希 望 信 号 を 中 心 と し て （ ± ） 一 〇 〇

kH
z

以 内 を 除 い た 一 、 四 〇 〇 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 範 囲 の す べ て の

妨 害 信 号 除 去 比 は 三 〇 デ シ ベ ル 以 上 で あ る

こ と 。 

イ  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て 上 下 に そ

れ ぞ れ 三 九 ・ 五 kH
z

離 れ た 二 波 の 隣 接 信 号

が 存 在 し た 場 合 、 五 三 ・ 四 デ シ ベ ル の 搬 送

波 電 力 対 雑 音 電 力 密 度 と の 比 で 、 ビ ッ ト 誤

り 率 は 〇 ・ 〇 〇 〇 一 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る

こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 隣 接 信 号 は 、 希
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望 信 号 と 同 様 の も の （ 毎 秒 一 三 四 ・ 四 キ ロ

ビ ッ ト の ラ ン ダ ム デ ー タ で 変 調 さ れ 、 帯 域

制 限 さ れ た 一 六 Ｑ Ａ Ｍ と す る 。 ） で あ り 、

そ れ ぞ れ 希 望 信 号 よ り 六 デ シ ベ ル 高 い も の

と す る 。 

受 信 信 号 の 伝 達 速 度 が 毎 秒 二 六 八 ・ 八 キ

ロ ビ ッ ト の も の 

ア  希 望 信 号 を 中 心 と し て （ ± ） 二 〇 〇

kH
z

以 内 を 除 い た 一 、 四 〇 〇 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 範 囲 の す べ て の

妨 害 信 号 除 去 比 は 三 〇 デ シ ベ ル 以 上 で あ る

こ と 。 

イ  希 望 信 号 の 周 波 数 を 中 心 と し て 上 下 に そ

れ ぞ れ 八 四 kH
z

離 れ た 二 波 の 隣 接 信 号 が 存

在 し た 場 合 、 五 六 ・ 四 デ シ ベ ル の 搬 送 波 電

力 対 雑 音 電 力 密 度 と の 比 で 、 ビ ッ ト 誤 り 率

は 〇 ・ 〇 〇 〇 一 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る こ
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と 。 こ の 場 合 に お い て 、 隣 接 信 号 は 、 希 望

信 号 と 同 様 の も の （ 毎 秒 二 六 八 ・ 八 キ ロ ビ

ッ ト の ラ ン ダ ム デ ー タ で 変 調 さ れ 、 帯 域 制

限 さ れ た 一 六 Ｑ Ａ Ｍ と す る 。 ） で あ り 、 そ

れ ぞ れ 希 望 信 号 よ り 六 デ シ ベ ル 高 い も の と

す る 。 

３  空 中 線 等 

（一
）

 軸 比 は 、 最 大 指 向 方 向 に お い て 二 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

（二
）

 空 中 線 は 、 通 常 起 こ り 得 る 船 舶 の 動 揺 、 船 舶 の 航 行 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 の 位

置 変 動 に お い て イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 を 自 動 的 に 追 尾 で き る こ と 。 

（三
）

 レ ド ー ム は 、 付 着 す る 水 分 及 び 塩 分 等 に よ る 特 性 の 劣 化 が で き る 限 り 少 な い こ と 。 

（四
）

 追 尾 す る 衛 星 の 方 位 角 に 対 応 す る 空 中 線 の 位 置 情 報 を 、 （ ± ） 五 度 以 内 の 誤 差 で 周 期

的 に 検 出 す る 手 段 を 備 え て い る こ と 。 

４  電 磁 干 渉 

  第 一 の 二 の ４ の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

第 三  イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 
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一  一 般 的 条 件 
１  第 一 の 一 の ７ 、 ９ 、 1
1

か ら 1
4

ま で 及 び 1
6

の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

２  Ｎ Ｃ Ｓ コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ の 番 号 が 二 〇 記 憶 で き 、 か つ 、 選 択 で き る こ と 。 

３  次 の 表 示 機 能 を 有 す る こ と 。 

（一
）

 Ｎ Ｃ Ｓ コ モ ン Ｔ Ｄ Ｍ の 同 期 状 態 

（二
）

 通 報 の 着 信 

二  電 気 的 条 件 

１  受 信 装 置 

  第 一 の 二 の ２ の （一
）

及 び （三
）

か ら （五
）

ま で の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

２  空 中 線 

（一
）

 受 信 す る 電 波 の 偏 波 は 、 右 旋 円 偏 波 で あ る こ と 。 

（二
）

 軸 比 は 、 第 一 の 二 の ３ の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 た だ し 、 イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 を 自

動 追 尾 す る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

３  電 磁 干 渉 

  第 一 の 二 の ４ の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三  受 信 ・ 印 字 機 能 の 条 件 
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１  通 報 の 種 類 に よ る 受 信 の 可 否 の 選 択 が で き る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 遭 難 通 信 、 緊 急 通 信

及 び 安 全 通 信 は 、 常 時 受 信 さ れ る こ と 。 

２  通 報 の 記 憶 用 と し て 、 少 な く と も 三 二 、 七 六 八 バ イ ト の 記 憶 容 量 を 有 す る こ と 。 

３  誤 り な く 受 信 さ れ た 通 報 の 識 別 信 号 （ 以 下 「 Ｉ Ｄ 」 と い う 。 ） は 、 記 憶 さ れ る こ と 。 

４  記 憶 さ れ る Ｉ Ｄ の 数 は 、 二 五 五 以 上 で あ っ て 、 か つ 、 記 憶 容 量 を 超 え る 場 合 は 、 最 新 の も の

が 優 先 し て 記 憶 さ れ る こ と 。 

５  Ｉ Ｄ は 、 通 報 の 時 間 か ら 六 〇 時 間 後 ま で 記 憶 さ れ 、 か つ 、 七 二 時 間 後 ま で に 記 憶 か ら 消 去 さ

れ る こ と 。 

６  記 憶 さ れ て い る Ｉ Ｄ と 同 じ Ｉ Ｄ の 通 報 は 、 受 信 し て も 印 字 し な い 機 能 を 有 す る こ と 。 

７  通 報 に は 、 受 信 し た 日 付 及 び 時 刻 （ 協 定 世 界 時 と す る 。 ） を 付 加 し て 表 示 又 は 印 字 す る こ と 。 

８  受 信 し た 文 字 に 誤 り が あ っ た 場 合 は 、 下 線 表 示 「 － 」 の 印 字 を す る こ と 。 

９  一 の 語 を 複 数 の 行 に わ た っ て 表 示 又 は 印 字 し な い こ と 。 

1
0  一 行 当 た り 四 〇 字 以 上 印 字 で き る こ と 。 

1
1  用 紙 の 終 了 が 近 づ い た こ と を 示 す 可 聴 警 報 機 能 を 有 す る こ と 。 

第 四  海 域 で 運 用 さ れ る 構 造 物 上 に 開 設 す る 無 線 局 で あ っ て イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り

無 線 通 信 を 行 う も の の 無 線 設 備 
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無 線 設 備 の 種 別 に 応 じ 、 設 備 規 則 第 十 四 条 第 三 項 、 第 四 十 条 の 四 （ 第 一 項 を 除 く 。 ） 、 別 表 第

一 号 注 3
3

及 び 別 表 第 三 号 の 1
4

並 び に こ の 告 示 の 第 一 （ 一 の ２ 、 ８ 及 び 1
6

（ 第 二 の 規 定 に よ

り 、 こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） に 限 る 。 ） 及 び 第 二 （ 二 の ３ の （二
）

か ら （四
）

ま で

を 除 く 。 ） の 規 定 を 準 用 す る 。 

第 五  施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 

一  一 般 的 条 件 

１  第 一 の 一 の １ 、 ６ 、 ８ 及 び 1
1

か ら 1
6

ま で の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

２  使 用 す る 電 波 の 周 波 数 及 び タ イ ム ス ロ ッ ト は 、 通 信 網 管 理 機 能 を 有 す る 人 工 衛 星 局 か ら 常 時

送 信 さ れ て い る 時 分 割 多 重 方 式 の 信 号 を 受 信 す る こ と に よ っ て 、 自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

３  人 工 衛 星 局 と の 同 期 状 態 の 表 示 機 能 を 有 す る こ と 。   

４  遭 難 警 報 が 送 信 さ れ て い る こ と を 示 す 機 能 を 有 す る こ と 。   

５  船 舶 の 位 置 及 び 当 該 位 置 を 決 定 し た 時 刻 を 自 動 又 は 手 動 で 入 力 す る こ と が で き る こ と 。 

二  電 気 的 条 件 

１  送 信 装 置 

(一
)

 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 を 自 動 的 に 選 択 し 、 送 信 で

き る こ と 。   
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(二
)

 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 漏 え い 電 力 は 、 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

周 波 数 帯 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 尖 頭 電 力 

一 〇 〇 kH
z

を 超 え 三 〇 MH
z

以 下 任 意 の 一 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 尖 頭 電 力 が

（ － ） 八 七 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ ） 以 下 

三 〇 MH
z

を 超 え 一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 下 任 意 の 一 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 尖 頭 電 力

が （ － ） 八 七 デ シ ベ ル 以 下 

一 、 〇 〇 〇 MH
z

を 超 え 一 二 、 七 五 〇 MH
z

以 下 

任 意 の 一 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る 尖 頭 電 力

が （ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下   

(三
)

 故 障 を 検 出 す る 機 能 を 有 す る も の で あ り 、 か つ 、 検 出 後 一 秒 未 満 の 間 に 自 動 的 に 電 波 の

送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。   

２  受 信 装 置 

(一
)

 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 に 同 調 可 能 で あ る こ と 。 

(二
)

 通 信 状 態 以 外 は 、 通 信 網 管 理 機 能 を 有 す る 人 工 衛 星 局 か ら 常 時 送 信 さ れ て い る 時 分 割 多

重 方 式 の 信 号 に 同 調 し て い る こ と 。 
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(三
)

 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 は 二 の １ の (二
)

に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 尖 頭 電 力 の

値 を 超 え な い も の で あ る こ と 。   

第 六  一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る 高 機 能 グ ル ー プ

呼 出 受 信 機 

一  一 般 的 条 件 

１  第 一 の 一 の 1
1

か ら 1
4

ま で 及 び 1
6

の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

２  次 の 表 示 機 能 を 有 す る こ と 。 

(一
)

 人 工 衛 星 局 と の 同 期 状 態 

(二
)

 通 報 の 着 信 

二  電 気 的 条 件 

  受 信 装 置 は 、 一 、 六 一 八 ・ 二 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 に 同 調 可 能 で あ る こ

と 。 

三  受 信 ・ 印 字 機 能 の 条 件 

  第 三 の 三 の １ 、 ８ 、 1
0

及 び 1
1

の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 
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別図第一号  インマルサット船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備の通信のための送信信号

（呼出しのための信号を除く 。） の構成 

 

 

 

 

 

 

 

別図第二号  インマルサット船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備の呼出しのための送信信号

の構成 

⑴  600 ビット／秒のとき 
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⑵  1200 ビット／秒のとき 
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別図第三号  インマルサット船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備及びインマルサット高機能

グループ呼出し受信機の無線電信における受信選択度特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第四号  位相雑音 

 



二五頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第五号  インマルサット船舶地球局のインマルサットＣ型の無線設備及びインマルサットＦ型の

無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉 
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○ 総 務 省 告 示 第 八 十 号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ) 第 四 十 五 条 の 二 十 二 第 三 号 の 規 定 に 基

づ き 、 航 空 機 地 球 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

一  送 信 装 置 

 １  パ ワ ー ハ ン ド リ ン グ 性 能 

  (一
)

シ ン グ ル キ ャ リ ア ユ ニ ッ ト の 場 合 

    最 大 の 個 別 キ ャ リ ア 出 力 の 規 定 に 基 づ き 、 個 別 キ ャ リ ア の バ ー ス ト 出 力 に 対 し 十 分 な も の で

   あ る こ と 。 

  (二
)

マ ル チ キ ャ リ ア ユ ニ ッ ト の 場 合 

最 大 の 個 別 キ ャ リ ア 出 力 の 規 定 に 基 づ き 、 最 大 数 の 個 別 デ ー タ キ ャ リ ア も し く は 個 別 音 声 キ

ャ リ ア の 出 力 に 対 し 十 分 な も の と し て 、 二 〇 Ｗ の 無 変 調 連 続 波 の ハ ン ド リ ン グ 性 能 を 有 す る こ

と 。 

 ２  ア ン テ ナ 電 圧 定 在 波 比 の 上 限 を 一 ・ 八 と す る こ と 。 

 ３  等 価 等 方 輻 射 電 力 
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  (一
)

一 キ ャ リ ア の 等 価 等 方 輻 射 電 力 

    上 限 を 九 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以 下 同 じ 。 ） 、 下 限 を （ － ） 四 デ シ ベ ル

   と す る 。 

  (二
)

送 信 機 か ら の 送 信 バ ー ス ト 時 間 内 の 平 均 等 価 等 方 輻 射 電 力 

    一 五 デ シ ベ ル か ら ア ン テ ナ 利 得 を 減 じ た 値 を 超 え な い こ と 。 

 ４  搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 漏 え い 電 力 は 、 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

(一
)

主 と し て 航 空 機 に 搭 載 さ れ る 無 線 設 備 以 外 の 無 線 設 備 

周 波 数 帯 等 価 等 方 輻 射 電 力 測 定 帯 域 幅 備 考 

一 〇 kH
z

を 超 え 三 〇 MH
z

以 下 （ － ） 八 七 デ シ ベ ル （ 一 ワ ッ ト を

〇 デ シ ベ ル と す る 。 以 下 同 じ 。 ）

以 下 

一 〇 kH
z  注 １ 

三 〇 MH
z

を 超 え 一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 下 （ － ） 八 七 デ シ ベ ル 以 下 一 〇 〇 kH
z  注 １ 

一 、 〇 〇 〇 MH
z

を 超 え 一 、 五 五 九 MH
z

以 下 

（ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下 一 〇 〇 kH
z  注 １ 

一 、 五 五 九 MH
z

を 超 え 一 、 六 〇 五 MH
z

（ － ） 一 〇 三 デ シ ベ ル 以 下 五 〇 〇 kH
z  注 ２ 
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注 １  尖 頭 電 力 と す る 。 

    ２  二 〇 ミ リ 秒 間 の 平 均 電 力 と す る 。 航 空 機 地 球 局 と 衛 星 無 線 航 法 装 置 の ア イ ソ レ ー シ ョ ン

が 五 五 デ シ ベ ル を 超 え る 場 合 、 当 該 ア イ ソ レ ー シ ョ ン と 五 五 デ シ ベ ル と の 差 を 電 力 レ ベ

ル の 許 容 値 に 加 え る こ と が で き る 。 

    ３  二 〇 ○ 〇 秒 間 の 平 均 電 力 と す る 。  

以 下 

一 、 六 〇 五 MH
z

を 超 え 一 、 六 一 〇 MH
z

以 下 

（ － ） 八 八 デ シ ベ ル 以 下 五 〇 〇 kH
z  注 ２ 

一 、 六 一 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 一 三 ・

八 MH
z

以 下 

（ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下 二 〇 kH
z  注 ３ 

一 、 六 一 三 ・ 八 MH
z

を 超 え 一 、 六 六

〇 MH
z

以 下 

（ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下 一 〇 〇 kH
z  注 １ 

一 、 六 六 〇 MH
z

を 超 え 一 、 六 七 〇 MH
z

以 下 

（ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下 二 〇 kH
z  注 ３ 

一 、 六 七 〇 MH
z

を 超 え 一 八 GH
z

以 下 （ － ） 七 七 デ シ ベ ル 以 下 一 〇 〇 kH
z  注 １ 
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 ５  尖 頭 電 力 と 平 均 電 力 の 差 が 八 デ シ ベ ル 以 下 で 電 力 を 制 御 で き る こ と 。 ま た 、 制 御 す る 電 力 の 最

小 単 位 は 一 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

 ６  故 障 を 検 出 す る 機 能 を 有 す る も の で あ り 、 か つ 、 検 出 後 一 秒 未 満 の 間 に 自 動 的 に 電 波 の 送 信 を

  停 止 す る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

二  受 信 装 置 

１  受 信 感 度 は 次 の と お り と す る こ と 。 

 ⑴  広 帯 域 （ 二 〇 〇 kH
z

） 干 渉 波 の 場 合 

   （ － ） 一 二 四 デ シ ベ ル 以 下 （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ⑵ に お い て 同 じ 。 ）  

 ⑵  狭 帯 域 （ 無 変 調 連 続 波 ） 干 渉 波 の 場 合 

   同 一 チ ャ ネ ル  （ － ） 一 二 一 デ シ ベ ル 以 下 

   隣 接 チ ャ ネ ル  （ － ） 一 〇 六 デ シ ベ ル 以 下 

   一 〇 チ ャ ネ ル 離 れ た チ ャ ネ ル  （ － ） 六 六 デ シ ベ ル 以 下 

２  パ ケ ッ ト 誤 り 率 は 、 〇 ・ 〇 〇 〇 一 パ ー セ ン ト 以 下 と す る こ と 。 

３  次 の 条 件 に お い て も 通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 か ら の 信 号 を 受 信 し 、 当 該 人 工 衛 星 局 を 追

跡 で き る こ と 。 

 (
一
)

四 七 〇 MH
z

か ら 一 八 GH
z

ま で の 帯 域 （ 一 、 五 三 五 ・ 二 MH
z

か ら 一 、 七 〇 七 ・ 八 二 五 MH
z

ま で の 帯 域 を
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除 く 。 ） に お い て 、 （ － ） 七 七 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ ） の 干 渉 信 号 を 受 け た 場 合 

(二
)

同 一 の 航 空 機 に 別 の 航 空 機 地 球 局 の 無 線 設 備 が な い 場 合 で あ っ て 、 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

か ら 一 、

六 六 〇 ・ 五 MH
z

ま で の 帯 域 に お い て 、 （ － ） 九 六 デ シ ベ ル の 無 変 調 連 続 波 干 渉 信 号 を 受 け た 場 合 

(三
)

同 一 の 航 空 機 に 別 の 航 空 機 地 球 局 の 無 線 設 備 が あ る 場 合 で あ っ て 、 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

か ら 一 、

六 六 〇 ・ 五 MH
z

ま で の 帯 域 に お い て 、 （ － ） 二 デ シ ベ ル （ 別 の 航 空 機 地 球 局 と の ア イ ソ レ ー シ ョ

ン が 四 〇 デ シ ベ ル を 超 え る 場 合 、 当 該 ア イ ソ レ ー シ ョ ン と 四 〇 デ シ ベ ル と の 差 を 加 え る こ と が

で き る 。 ） の 無 変 調 連 続 波 干 渉 信 号 を 受 け た 場 合 

４  次 の 表 に 定 め る 干 渉 信 号 を 低 減 で き る こ と 。 

周 波 数 帯 干 渉 低 減 量 

一 、 五 三 五 ・ 二 MH
z

か ら 一 、 六 一 四 ・ 九 九 八

〇 八 MH
z

ま で 

（ － ） 五 〇 デ シ ベ ル か ら （ － ） 七 二 デ シ ベ ル

ま で 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 減 少 し た 値 

一 、 六 二 七 ・ 五 〇 八 四 三 MH
z

か ら 一 、 七 〇

七 ・ 八 二 五 MH
z

ま で 

（ － ） 七 二 デ シ ベ ル か ら （ － ） 一 〇 デ シ ベ ル

ま で 周 波 数 に 対 し て 直 線 的 に 増 加 し た 値 

三  空 中 線 
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 １  基 準 円 偏 波 空 中 線 が 空 間 に 隔 離 さ れ た 等 方 性 空 中 線 で あ る と き の 与 え ら れ た 方 向 に お け る 空 中

線 の 利 得 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 仰 角 に お い て 、 方 位 角 〇 度 、 四 五 度 、 九 〇 度 、 一 三 五 度 、 一

八 〇 度 、 二 二 五 度 、 二 七 〇 度 、 三 一 五 度 の 利 得 の 平 均 値 を 求 め 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ

た も の 合 計 が 、 最 大 三 デ シ ベ ル 、 最 小 （ － ） 二 デ シ ベ ル で あ る こ と 。 

    仰   角    係   数 

八 度 を 超 え 一 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 二 〇 八 八 八 

一 〇 度 を 超 え 一 二 度 以 下 〇 ・ 〇 五 二 六 八 〇 七 

一 二 度 を 超 え 一 四 度 以 下 〇 ・ 〇 七 七 〇 九 六 三 

一 四 度 を 超 え 一 六 度 以 下 〇 ・ 〇 八 二 一 四 八 四 

一 六 度 を 超 え 一 八 度 以 下 〇 ・ 〇 八 二 〇 〇 九 八 

一 八 度 を 超 え 二 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 七 六 二 八 七 

二 〇 度 を 超 え 二 二 度 以 下 〇 ・ 〇 六 八 七 八 四 八 

二 二 度 を 超 え 二 四 度 以 下 〇 ・ 〇 六 〇 五 四 〇 六 

二 四 度 を 超 え 二 六 度 以 下 〇 ・ 〇 五 二 五 三 七 六 
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二 六 度 を 超 え 二 八 度 以 下 〇 ・ 〇 四 七 一 五 〇 一 
二 八 度 を 超 え 三 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 四 二 〇 一 三 一 

三 〇 度 を 超 え 三 二 度 以 下 〇 ・ 〇 三 六 九 二 五 二 

三 二 度 を 超 え 三 四 度 以 下 〇 ・ 〇 三 二 五 七 四 二 

三 四 度 を 超 え 三 六 度 以 下 〇 ・ 〇 二 九 一 五 〇 三 

三 六 度 を 超 え 三 八 度 以 下 〇 ・ 〇 二 六 八 二 九 九 

三 八 度 を 超 え 四 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 二 四 一 二 九 四 

四 〇 度 を 超 え 四 二 度 以 下 〇 ・ 〇 二 一 九 九 六 九 

四 二 度 を 超 え 四 四 度 以 下 〇 ・ 〇 一 九 八 二 八 四 

四 四 度 を 超 え 四 六 度 以 下 〇 ・ 〇 一 七 〇 八 三 四 

四 六 度 を 超 え 四 八 度 以 下 〇 ・ 〇 一 五 五 三 六 四 

四 八 度 を 超 え 五 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 一 三 六 三 六 三 

五 〇 度 を 超 え 五 二 度 以 下 〇 ・ 〇 一 二 五 〇 〇 六 
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五 二 度 を 超 え 五 四 度 以 下 〇 ・ 〇 一 一 〇 五 〇 三 
五 四 度 を 超 え 五 六 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 九 九 九 二 五 

五 六 度 を 超 え 五 八 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 九 一 〇 七 二 

五 八 度 を 超 え 六 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 八 二 二 二 

六 〇 度 を 超 え 六 二 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 七 三 四 一 二 

六 二 度 を 超 え 六 四 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 六 五 三 六 五 

六 四 度 を 超 え 六 六 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 五 七 〇 九 三 

六 六 度 を 超 え 六 八 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 五 〇 二 五 三 

六 八 度 を 超 え 七 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 四 五 三 八 

七 〇 度 を 超 え 七 二 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 四 〇 一 四 九 

七 二 度 を 超 え 七 四 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 三 四 六 四 九 

七 四 度 を 超 え 七 六 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 二 九 六 四 二 

七 六 度 を 超 え 七 八 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 二 五 五 七 四 
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七 八 度 を 超 え 八 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 二 一 八 六 三 
八 〇 度 を 超 え 八 二 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 一 七 三 九 二 

八 二 度 を 超 え 八 四 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 一 三 六 八 一 

八 四 度 を 超 え 八 六 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 一 〇 〇 一 五 

八 六 度 を 超 え 八 八 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 〇 六 七 五 一 

八 八 度 を 超 え 九 〇 度 以 下 〇 ・ 〇 〇 〇 一 七 八 八 

 ２  仰 角 八 度 か ら 仰 角 九 〇 度 の 範 囲 に お い て 、 軸 比 は 二 ・ 五 デ シ ベ ル 以 下 と す る 。 

３  通 信 の 相 手 方 で あ る 人 工 衛 星 局 か ら の 直 接 波 の 電 力 と 当 該 人 工 衛 星 局 か ら の 反 射 波 の 電 力 の 識

別 度 は 、 三 デ シ ベ ル よ り も 大 き い こ と 。 ま た 、 仰 角 八 度 に お け る 最 小 ア ン テ ナ 利 得 と 仰 角 （ － ）

八 度 に お け る 最 大 ア ン テ ナ 利 得 と の 差 は 、 当 該 識 別 度 よ り も 大 き い こ と 。 
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○ 総 務 省 告 示 第 八 十 一 号                                     

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ) 第 三 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 電

波 法 施 行 規 則 第 十 二 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二

六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 及 び 電 波 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義 務 船 舶 局 に 備 え る

一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で を 受 信 す る 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 使 用 す る 空 中

線 の 設 置 位 置 の 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

三 六 〇 度 見 渡 せ る 位 置 で あ る こ と 。 障 害 物 に よ る 遮 蔽 が あ る 場 合 は 、 当 該 障 害 物 の 長 辺 の 長 さ の 十

五 倍 以 上 の 離 隔 距 離 を と る こ と 。 
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○ 総 務 告 示 第 八 十 二 号                                     

 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） 別 表 第 一 号 及 び 別 表 第 二 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 機 器 の 構 造 及 び 性 能 の 条 件 並 び に 機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 を 次 の よ う に

定 め る 。 な お 、 郵 政 省 告 示 第 六 百 五 十 七 号 （ 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 別 表 第 一 号 及 び 別 表 第 二 号 の 規 定

に 基 づ く イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 機 器 の 構 造 及 び 性 能 の 条 件 並 び に 機 械 的 及 び 電 気

的 条 件 ） は 廃 止 す る 。 

  令 和 三 年 三 月 二 日 

                               総 務 大 臣  武 田  良 太 

第 一  イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 の 機 器 

１  構 造 及 び 性 能 の 条 件 

 令 和 三 年 告 示 第 七 十 九 号 （ 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 。 以 下 「 告 示 第 七 十

九 号 」 と い う 。 ） 第 一 の 一 及 び 二 （ １ の ㈢ 及 び ㈣ 、 ２ の ㈣ 及 び ㈤ 並 び に ４ を 除 く 。 ） の 条 件 に 適 合

す る も の で あ る こ と 。 

２  機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 一 の 二 （ １ の ㈢ 及 び ㈣ 、 ２ の ㈣ 及 び ㈤ 並 び に ４ に 限 る 。 ） の 条 件 に 適 合 す る も

の で あ る こ と 。 
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第 二  イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 の 機 器 

１  構 造 及 び 性 能 の 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 一 の 二 の ２ の ㈠ 及 び ㈢ 並 び に 第 三 の 二 の ２ 及 び 三 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る

こ と 。 

２  機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 一 の 二 の ２ の ㈣ 及 び ㈤ 並 び に 第 三 の 二 の ３ の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

第 三  一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 船 舶 地 球 局 の 無

線 設 備 の 機 器 

１  構 造 及 び 性 能 の 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 五 の 一 及 び 二 （ １ の ㈡ 及 び ２ の ㈢ を 除 く 。 ） の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

２  機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 五 の 二 （ １ の ㈡ 及 び ２ の ㈢ に 限 る 。 ） の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

第 四  一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 受 信 す る 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出

受 信 機 の 機 器 

  構 造 及 び 性 能 の 条 件 

 告 示 第 七 十 九 号 第 五 の 二 の ２ の ㈠ 及 び 第 六 の 三 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 
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